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【別紙　２】　《２-（2）-①-キ　関係》 特別職等報酬額比較表（合併前後比較）

町長 月額 791,000 月額 761,000 月額 761,000 月額 791,000
助役（総務助役） 〃 624,000 〃 600,000 〃 600,000 〃 624,000
助役（経済助役） 〃 589,000 〃 ― ― ― 〃 589,000
収入役 ― ― 〃 567,000 〃 567,000 ― ―

教育長 〃 589,000 〃 567,000 〃 567,000 〃 589,000

議会議長 月額 317,200 月額 305,200 月額 305,200 月額 317,200

議会副議長 〃 261,000 〃 251,100 〃 251,100 〃 261,000
議会常任委員長 〃 248,400 〃 240,200 〃 240,200 〃 248,400
議会運営委員長 〃 248,400 〃 ― 〃 ― 〃 248,400
議会議員 〃 237,300 〃 228,300 〃 228,300 〃 237,300
教育委員会委員長 〃 56,800 〃 55,500 〃 55,500 〃 56,800
教育委員会委員 〃 37,700 〃 37,300 〃 37,300 〃 37,700
農業委員会会長 〃 65,900 〃 55,500 〃 55,500 〃 65,900
農業委員会委員 〃 39,100 〃 37,300 〃 37,300 〃 39,100
識見を有する者の中から選任さ
れた監査委員

日額 9,200 月額 44,600 月額 43,300 〃 76,000

議会議員の中から選任された監
査委員

〃 8,400 〃 39,500 〃 39,500 〃 46,000

選挙管理委員会委員長 月額 21,500 日額 6,200 日額 6,300 日額 7,300
選挙管理委員会委員 〃 13,400 〃 6,100 〃 6,200 〃 6,800
固定資産評価審査委員会委員 日額 5,800 日額 6,200 日額 6,200 〃 5,500

選挙長 １選挙 9,300 １選挙
法令に定
める額に準
ずる

１選挙
法令に定め
る額に準ず
る

１回 10,700

選挙立会人 〃 7,500 〃 〃 〃 〃 〃 8,900
開票管理者 〃 9,300 〃 〃 〃 〃 〃 10,700
投票管理者 〃 11,200 〃 〃 〃 〃 〃 12,700
期日前投票管理者 〃 11,200 〃 〃 〃 〃 〃 11,200
開票立会人 〃 7,500 〃 〃 〃 〃 〃 8,900
投票立会人 〃 9,400 〃 〃 〃 〃 〃 10,800
期日前投票立会人 〃 9,400 〃 〃 〃 〃 〃 9,600
情報公開審査会会長 日額 18,000 日額 18,000 日額 18,000 日額 18,000
情報公開審査会委員 〃 15,000 〃 15,000 〃 15,000 〃 15,000
個人情報保護審査会会長 ― ― ― ― ― ― 〃 18,000
個人情報保護審査会委員 ― ― ― ― ― ― 〃 15,000

滞納整理指導官
月額（月
２回） 140,000 ― ― ― ― 月額

150,000円
以内で町
長が定め
る額

医師である衛生管理者 年額 126,100 ― ― ― ― 年額 126,100

学校嘱託医 〃

350,000
円以内で
町長が定
める額

― ― ― ― 〃

300,000円
以内で町
長が定め
る額

旧薩摩町は，科
目別に決定（内
科・耳鼻科・眼
科・歯科）

学校嘱託歯科医 〃 149,800 年額 150,000 年額

幼　 51,500
小

123,000中
142,500

〃

160,000円
以内で町
長が定め
る額

学校嘱託薬剤師 〃 44,700 〃 50,000 〃
学校別
53,500～
　　74,100

〃

90,000円
以内で町
長が定め
る額

区　　分

宮之城町

備　考合併後

さつま町鶴田町 薩摩町

合併前

報　酬　額　　（円）
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均等割

168,400

世帯数割

75～120

均等割

80,500

帯数割

780～
　　980

園芸，果樹指導官 月額 220,100 ― ― ― ― 月額

220,100円
以内で町
長が定め
る額

ちくりん指導官 〃 157,100 ― ― ― ― 〃

157,100円
以内で町
長が定め
る額

福祉センター館長 〃 123,300 ― ― ― ― 〃 123,300
福祉センター運営審議会委員 〃 5,500
福祉センター専門部会委員 〃 5,500
外国人青年英語指導助手 月額 300,000 月額 307,000 月額 307,000 〃 300,000

社会教育指導員 〃 108,900 〃 101,400 〃 103,100 〃 108,900

求名公民館長
永野公民館長
中津川公民館長

― ― ― ― 〃 73,700 〃

73,700円
以内で町
長が定め
る額

旧３町間は単
純比較できない
（システムの相
違）

地域審議会委員 ― ― ― ― ― ― 日額 5,500
行政改革審議会委員 〃 5,500
防災会議委員 〃 5,500
水防協議会委員 〃 5,500
交通安全対策会議委員 〃 5,500

定住促進住宅団地審査委員会
委員

〃 5,500

特別職報酬等審議会委員 〃 5,500
社会教育委員会委員 〃 5,500
公民館運営審議会委員 〃 5,500
体育指導委員 〃 5,500
文化財保護審議会委員 〃 5,500
民生委員推薦会委員 〃 5,500
青少年問題協議会委員 〃 5,500
人権擁護審議会委員 〃 5,500
国民健康保険運営協議会委員 〃 5,500
健康づくり推進協議会委員 〃 5,500
農村地域工業等導入促進審議
会委員

〃 5,500

農業振興地域整備促進協議会
委員

〃 5,500

都市計画審議会委員 〃 5,500
水道運営委員会委員 〃 5,500

予防接種健康被害調査委員会
委員

〃 5,500

学校給食センター運営委員会委
員

〃 5,500

賞じゅつ金等審査委員会委員 〃 5,500
振興計画審議会委員 〃 5,500
その他の委員 日額 5,800 日額 6,200 日額 6,200 〃 5,500

400,000円
以内で町
長が定め
る額

旧３町間は単
純比較できない
（システムの相
違）

年額

旧３町間は単
純比較できない
（システムの相
違）

――152,500

―32,030〃 〃公民会行政連絡員 年額 ―

地区行政推進員 〃

350,000円
以内で町
長が定め
る額

年額
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